
別表１（国内）旅費(日当、宿泊料及び食卓料) 

 

 

 

備 考  

１． 宿泊料の欄中甲地方とは、次の各号に規定する地域とする。  

一 埼玉県 さいたま市  

二 千葉県 千葉市  

三 東京都 特別区  

四 神奈川県 横浜市、川崎市  

五 愛知県 名古屋市  

六 奈良市  

七 大阪府 大阪市、堺市  

八 兵庫県 神戸市  

九 広島県 広島市  

十 福岡県 福岡市  

２． 宿泊料の欄中乙地方とは、１に規定する地域以外をいう。  

３． 固定宿泊施設に宿泊しない場合には、乙地方に宿泊したものと見なす。 

 

内国旅行の旅費 

(日当、宿泊料及び食卓料)区 分  
役員及び管理職 その他 

日当(１日につき) 2,600円  2,200円  

宿泊料  

(１夜につき)  

甲地方  13,100円  10,900円  

乙地方  11,800円  9,800円  

食卓料 (１夜につき)  2,600円  2,200円  


